
新型コロナウイルスに関する緊急電話相談

開設のお知らせ

現在、新型コロナウイルス感染拡大、そして緊急事態宣言の発令を受けて、

当所会員企業をはじめとする中小企業・小規模事業者では、外出自粛等によ

る売り上げ減少など影響が出ています。

当所では、引き続き企業へのきめ細かな対応を行うため、ゴールデンウィ

ーク期間中も下記のとおり緊急電話相談を開設します。

資金繰りや雇用の維持など各種支援策等についてお気軽にご相談ください。

緊急電話相談連絡先

ＴＥＬ：０８３６－８４－４１１１

記

開設日時： ５月２日（土）午前の部 １０：００ ～ １２：００

午後の部 １３：００ ～ １５：００

５月５日（火）午前の部 １０：００ ～ １２：００

午後の部 １３：００ ～ １５：００

５月６日（水）午前の部 １０：００ ～ １２：００

午後の部 １３：００ ～ １５：００
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